
流 山 市 企 業 動 向 調 査 業 務 委 託  

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 優 先 交 渉 権 者 等 審 査 会 審 査 要 領  

 

１  目 的  

こ の 要 領 は 、流 山 市（ 以 下「 市 」と い う 。）が 行 う 流 山 市 企 業

動 向 調 査 業 務 に つ い て 、 最 も 優 れ た 提 案 者 を 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ

ル 方 式（ 以 下「 プ ロ ポ ー ザ ル 」と い う 。）に よ り 選 定 す る た め の

審 査 に 係 る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

２  審 査  

審 査 会 の 委 員（ 以 下「 委 員 」と い う 。）は 、応 募 者 か ら の 提 案

書 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 内 容 に つ い て 、別 紙「 提 案 評 価 表 」

に 則 っ て 審 査 を 行 う 。  

な お 、 提 案 書 の 提 出 が １ 事 業 者 の み で あ っ た 場 合 で も 審 査 を

行 う 。  

 

３  優 先 交 渉 権 者 等 の 選 定  

 各 委 員 の 採 点 に よ り 、 以 下 の 条 件 に 従 い 順 次 選 定 す る 。 た だ

し 、 全 て の 委 員 に よ る 採 点 の 平 均 点 が 配 点 合 計 の ６ 割 に 満 た な

い 場 合 は 要 求 水 準 を 満 た し て い な い と 判 断 し 、候 補 者 と し な い 。 

【 選 考 順 】  

（ １ ） 過 半 数 を 超 え る 委 員 か ら 最 高 順 位 を 得 た 者 。  

（ ２ ）（ １ ）に よ り 決 し な い 場 合 、全 委 員 の 合 計 得 点 が 最 高 得 点

の 者 。  

（ ３ ）（ ２ ） が 複 数 あ る 場 合 、 評 価 項 目 の う ち 、「 企 画 提 案 評 価

点 」 の 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い 者 。  

 以 上 、 且 つ 最 高 得 点 を 獲 得 し た 者 を 優 先 交 渉 権 者 、 こ れ に 準

ず る 者 を 次 順 位 優 先 交 渉 権 者 と し て 選 定 す る 。  

 

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  


